
- 1 -

平成１６年度公営企業決算の概要

平成１６年度公営企業決算のポイント

○平成１６年度における市町村の公営企業は、法適用企業が４３、法非適用企業が８７の、
合わせて１３０事業（平成１５年度と比較して市町村合併等により２４事業減 ）。

法適用企業○
（前年度１，３５５百万円の黒字）となっ・全体の経常損益は、差引３２３百万円の黒字

交通事業、病院事業等は事業全体として赤字。ているが、
乗合事業について、長期的な乗客数の減少傾向に歯止めがかかっておらず、・交通事業は

８７百万円の赤字。
・病院事業は、料金収入の減により、医業収支比率が前年度に比べ低下する等、経営の厳
しさは増しており、 。７５４百万円の赤字

（単位：百万円）

（注 「数」は、事業数。( )は前年度の数値。）
（ 、 、 、 、※ その他の内訳 工業用水道事業１ 市場事業１ 観光施設事業２ 宅地造成事業２

駐車場事業１）

法非適用企業○
（前年度は３３２百万円の黒字 。・全体の実質収支は、３００百万円の黒字 ）

・と畜事業（徳島市 、観光施設（休養宿泊）事業（日和佐町）を除き黒字を維持している）
、 。が、一般会計からの繰出金に依存した事業が多くあり その経営基盤は依然脆弱である

（単位：百万円）

（注 「数」は、事業数。( )は前年度の数値。）
※ その他の内訳（市場事業１、と畜場事業２、宅地造成事業１）
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１ 概況
（１）事業数

平成１６年度末現在における県下市町村（一部事務組合含む ）が経営す。
る公営企業の数は、１３０事業（法適用企業４３事業、法非適用企業８７
事業）である。全体事業数は市町村合併等により、前年度に比べ２４事業

の減となっている。その内訳は、法適用企業では水道事業等で６事業の減、
法非適用企業では簡易水道事業、介護サービス事業等で１８事業の減とな

っている。

（２）決算規模

平成１６年度の決算規模（歳出総額）は、６０，９２０百万円（法適用
企業３４，７９６百万円、法非適用企業２６，１２４百万円）で、前年度

の６１，３１０百万円（法適用企業３７，５８４百万円、法非適用企業
２３，７２６百万円）に比べ３９０百万円、０．６％の減となっている。

２ 法適用企業の経営状況

（１）経営状況
平成１６年度の経常損益（経常収益－経常費用）は、経常収益が

２９，３２６百万円、経常費用が２９，００３百万円で差引３２３百万円
の黒字（前年度１，３５５百万円の黒字）となっている。

事業全体としては、水道事業、工業用水道事業、市場事業、宅地造成事

業及び駐車場事業が黒字で、交通事業、病院事業及び観光事業（休養宿泊
・索道）が赤字である。

それぞれの事業内では、水道６事業（小松島市、阿南市、牟岐町、阿波
町 池田町及び三加茂町 交通２事業 徳島市 鳴門市 病院５事業 徳、 ）、 （ 、 ）、 （
島市 那賀町 由岐町 日和佐町及び三野町 観光 休養宿泊 １事業 宍、 、 、 ）、 （ ） （

喰町 、観光（索道）１事業（徳島市 、宅地造成１事業（徳島市）の合計） ）
１６事業で経常損失（赤字）を生じており、赤字事業数は前年度と同じで

ある。経常損失額は１，１７６百万円で前年度（８７９百万円）に比べ
百万円の増となっている。２９７
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（２）主な事業の概要
ア 水道事業

収益面では、年間有収水量が９５，８１２千立方メートル(前年度比
０．３％減)、料金収入は対前年度比で０．１％減少した。

また、費用面では、減価償却費は前年度比５．０％の増、職員給与費が

０．２％の減となった。
この結果、経常収益が１２，８８４百万円（対前年度１２１百万円、

０．９％の減 、経常費用が１１，８４５百万円(対前年度１０百万円、）
０．１％の減)で差引１，０３９百万円の黒字となり、前年度（１，１５０
百万円の黒字）に比べ１１１百万円、９．７％の減となっている。

イ 交通事業

乗合事業について、自家用車の普及などによる長期的な乗客数の減少傾
向に歯止めがかかっておらず（昭和５０年度２，４６９万人→昭和６０年
度１，３０６万人→平成１５年度７１７万人→平成１６年度６３７万人 、）

料金収入も対前年度比９．９％の減と減少傾向が続いている。
， （ 、 ． ）、経常収益は２ ０７１百万円 対前年度２４９百万円 １０ ７％の減

経常費用は２，１５８百万円（対前年度３３百万円、１．５％の減）で、
差引８７百万円の赤字（前年度１２９百万円の黒字）となっている。

また、経常収支が赤字の事業数は、前年度より１事業増の２事業となっ
ている。

ウ 病院事業
料金収入は対前年度５００百万円、４．３％の減となっている。経営構

造のバロメーターである医業収支比率は、前年度に比べ１．３％低下して、
８７．２％となっており、経営の厳しさは増している。

注）医業収支比率（％）＝医業収益／医業費用×１００（

本年度の決算は、経常収益が１３，１１９百万円（対前年度１，１６７百
万円、８．２％の減 、経常費用は１３，８７３百万円（対前年度４２９百）

万円、３．０％の減）で差引７５４百万円の赤字となっており、これは前年
度赤字額（１６百万円）に比べ７３８百万円の大幅な増となっている。

また、経常収支が赤字の事業数は、前年度より１事業減の５事業となって
いる。
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（３）累積欠損金の状況
平成１６年度末における累積欠損金は１０，４２５百万円で、前年度

， ） 、 ． 。(１０ １２５百万円 に比べて３００百万円 ３ ０％の増となっている
累積欠損金を有する事業数は前年度と同数の１７事業である。その内訳と
して、病院事業の７，１２７百万円（徳島市、那賀町、由岐町、日和佐町、

海南町、つるぎ町、三野町の計７事業 、交通事業の１，２１５百万円（徳）
島市、鳴門市の計２事業 、水道事業の５４２百万円（徳島市、阿南市、美）

馬市、牟岐町の計４事業 、観光事業の１，３５２百万円（宍喰町（休養宿）
）、 （ ） ）、 （ 、泊 徳島市 索道 の計２事業 宅地造成事業の１８９百万円 徳島市

阿南市の計２事業）となっている。前年度に比べ病院事業は７３６百万円、

１１．５％の増、交通事業は１５百万円、１．３％の増、水道事業は
４１５百万円、４３．４％の減、観光事業は１１３百万円、９．１％の増、

宅地造成事業は１４４百万円、４３．２％の減となっている。

（４）不良債務の状況
平成１６年度末における不良債務額は３，８９８百万円で、

， ） 、 ． 。前年度(３ ２１２百万円 に比べ６８６百万円 ２１ ４％の増となった

不良債務を有する事業数は、前年度より１事業減の４事業（交通事業２
（ 、 ）、 （ ）、 （ ） （ ））徳島市 鳴門市 病院事業１ 徳島市 観光 索道 事業１ 徳島市

である。
不良債務の状況を事業別にみると、次のとおりである。

ア 水道事業

前年度と同様、不良債務は生じていない。
イ 交通事業

徳島市について、５４２百万円（対前年度５７百万円、９．５％の減。
営業収益の５９．２％ 、また、鳴門市について、２７５百万円（対前年度）
５７百万円、２６．１％の増。営業収益の８７．８％） 不良債務を生じの

ており、総体では前年度に比べ１９百万円、２．３％の減となっている。
ウ 病院事業

徳島市について、１，６４７百万円（対前年度４９８百万円、４３．３
％の増。営業収益の２５．０％）となっている。

エ 観光事業

索道事業(徳島市)については、１，４３４百万円（対前年度２０７百万
円、１６．９％の増。営業収益の３，２９３．６％）の不良債務を生じて

これは、累積欠損の増加による資金不足に一時借入金を充てたこといる。
が要因として挙げられる。
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３ 法非適用事業の経営状況
（１）収益的収支

平成１６年度の総収益は８，７６１百万円、総費用は７，５４１百万円、
差引１，２２０百万円の黒字（前年度１，０７２百万円の黒字）で前年度
に比べ、１４８百万円、１３．８％の黒字増となっている。

（２）資本的収支

平成１６年度の資本的収入は１６，４８７百万円、資本的支出は
１７，４４４百万円、差引９５７百万円の赤字（前年度９６５百万円の赤
字)であり、前年度に比べ８百万円、０．８％の赤字減となっている。

（３）実質収支

収益的収支と資本的収支を合算し、これに積立金、繰越金、前年度繰上
充用金、翌年度繰越財源等を加減した後の実質収支は、３００百万円の黒
字（前年度は３３２百万円の黒字）となっている。

実質収支で黒字を生じた事業数は８５事業で、赤字を生じた事業は２事業
（徳島市・と畜、日和佐町・観光）である。

（４）主な事業の概要
ア 簡易水道事業

（ 、 ． ）、収益的収支が２０７百万円の黒字 対前年度２９百万円 １２ ３％の減
資本的収支が１９５百万円の赤字(対前年度１９百万円、８．９％の減)であ
り、実質収支は４５５百万円の黒字となっている。前年度(４１４百万円の

黒字)に比べ４１百万円、９．９％の黒字増となっている。
イ 下水道事業

（ 、 ． ）、収益的収支が８８９百万円の黒字 対前年度８２百万円 １０ ２％の増
資本的収支が６０１百万円の赤字(対前年度４８百万円、７．４％の減)であ
り、実質収支は３３７百万円の黒字となっている。前年度(３６８百万円の

黒字)に比べ３１百万円、８．４％の黒字減となっている
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４ 決算の特徴と今後の課題

法適用企業においては経常損益が全体で黒字となっているものの、交通
事業、病院事業及び観光事業等については、厳しい経営状況が続いている。

法非適用企業においても、全般的に黒字基調を維持しているが、一般会

計からの繰出金に依存した事業が多くあり、その経営基盤は依然脆弱であ
る。

多額の赤字や不良債務を有する企業では、自主的な経営健全化計画を策定
・実施し、積極的な経営改善への取組みもあるものの、公営企業を取り巻く
経営環境は、住民ニーズの多様化・高度化、規制緩和の進展等、近年の社

会経済情勢の変化等により、厳しさを増しているのが実情である。
こうした中、地方公営企業は計画性・透明性の高い企業経営を推進してい

く観点から、集中改革プラン（中期経営計画）を策定し、給与・定員管理の
適正化等に努めるとともに、 指定管理サービス供給の在り方の再検討と、
者制度の活用やＰＦＩ事業、外部委託の導入等、可能なものは民間的経営手

住法を積極的に活用していく必要がある。また、積極的な情報開示を行い、
民の理解と協力を得ながら、一層の効率化、活性化を図るとともに、各企

業の経営改革を行っていくことが求められる。



- 7 -

公 営 企 業 の 用 語

（ 法 適 ） … … … 総 費 用 － 減 価 償 却 費 ＋ 資 本 的 支 出

○決算規模＝

（ 法 非 適 ） … … 総 費 用 ＋ 資 本 的 支 出 ＋ 積 立 金 ＋ 繰 上 充 用 金

プ ラ ス な ら 経 常 利 益 （ 黒 字 ）

○ 経 常 損 益 ＝ 経 常 収 益 － 経 常 費 用 ＝

マ イ ナ ス な ら 経 常 損 失 （ 赤 字 ）

○累積欠損金とは

営 業 活 動 に よ り 欠 損 を 生 じ た 場 合 に 、 繰 越 利 益 剰 余 金 、 利 益 積 立 金 、

資 本 剰 余 金 等 で 埋 め 合 わ せ で き な か っ た 各 事 業 年 度 の 損 失 額 の 累 積 を い

う。

→赤字の累積額

○不良債務とは

流 動 負 債 の 額 が 流 動 資 産 の 額 を 超 え る 場 合 に 、 そ の 超 え る 額 を い う 。

→ 資 金 不 足 の た め 、 支 払 え な い 債 務 が あ る 場 合

流 動 資 産 の 主 な 内 容 （ 現 金 ・ 預 金 、 未 収 金 、 貯 蔵 品 ）

流 動 負 債 の 主 な 内 容 （ 未 払 金 、 一 時 借 入 金 ）

○法非適企業の用語

形 式 収 支 ＝ 収 益 的 収 支 差 引 ＋ 資 本 的 収 支 差 引 － 積 立 金 ＋ 前 年 度 繰 越 金

－ 前 年 度 繰 上 充 用 金

実 質 収 支 ＝ 形 式 収 支 － 翌 年 度 繰 越 財 源


